
JP 2020-175606 A 2020.10.29

10

(57)【要約】
【課題】
　有彩色の光輝性インキと無彩色インキをペアインキと
して用い、拡散反射光下と正反射光下で画像がチェンジ
する効果を有する印刷物であって、色彩の制約を受ける
ことなく作製できる偽造防止印刷物を提供する。
【解決手段】
　基材の少なくとも一部に、有彩色で部分的に濃度が異
なる印刷画像を備え、印刷画像は、光輝性を有する有彩
色インキにより形成された第一の画像と、無彩色インキ
により形成された第二の画像が重畳して成る。第二の画
像は、無彩色インキによって形成された画像の黒成分の
最大濃度が０．５以下の範囲で部分的に濃度が異なり、
第一の画像は、拡散反射光下で印刷画像が有する濃度か
ら、第二の画像の濃度を減じた濃度を有し、部分的に濃
度が異なる構成とする。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の少なくとも一部に、有彩色で部分的に濃度が異なる印刷画像を備え、拡散反射光
下で観察すると、前記印刷画像の濃淡による可視画像が視認され、正反射光下で観察する
と、潜像画像が視認される偽造防止印刷物であって、前記印刷画像は、光輝性を有する有
彩色インキにより形成された第一の画像と、無彩色インキにより形成された第二の画像が
重畳して成り、前記第二の画像は、前記無彩色インキによって形成された画像の黒成分の
最大濃度が０．５以下の範囲で部分的に濃度が異なることで前記潜像画像を現して成り、
前記第一の画像は、拡散反射光下で前記印刷画像が有する濃度から、前記第二の画像の濃
度を減じた濃度を有し、部分的に濃度が異なることを特徴とする偽造防止印刷物。
【請求項２】
　前記第一の画像の最大面積率と最小面積率の差が７０％以下であって、前記第一の画像
の最小面積率が２０％以上であることを特徴とする請求項１記載の偽造防止印刷物。
【請求項３】
　基材の少なくとも一部に、有彩色で部分的に濃度が異なる印刷画像を備え、拡散反射光
下で観察すると、前記印刷画像の濃淡による可視画像が視認され、正反射光下で観察する
と、潜像画像が視認される偽造防止印刷物であって、前記印刷画像は、無彩色インキによ
り形成され、部分的に濃度が異なることで前記潜像画像を現した第二の画像と、拡散反射
光下で前記印刷画像が有する濃度から、前記第二の画像の濃度を減じた濃度を有して、前
記二の画像と重畳する有彩色の画像を備え、前記有彩色の画像は、光輝性を有する有彩色
のインキにより形成され、部分的に濃度が異なる第一の画像と、前記第一の画像を形成す
るインキと同じ色相のインキ及び／又は前記無彩色のインキにより形成され、部分的に濃
度が異なることで前記潜像画像を現した第三の画像から成ることを特徴とする偽造防止印
刷物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偽造防止効果を必要とする銀行券、パスポート、有価証券、身分証明書、カ
ード、通行券等のセキュリティ印刷物の分野において、観察できる画像が入射する光の角
度に応じて、異なる画像に変化する偽造防止印刷物に関わるものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年のスキャナ、プリンタ、カラーコピー機等のデジタル機器の進展により、貴重印刷
物の精巧な複製物を容易に作製することが可能となっている。そのような複製や偽造を防
止する偽造防止技術の一つとして、印刷物の観察角度によって画像が変化するホログラム
に代表される光学的なセキュリティ要素を貼付したものが多く存在するようになった。
【０００３】
　しかし、ホログラムは、インキを用いた印刷によって形成する従来の偽造防止技術とは
異なり、複雑な製造工程と特殊な材料を用いて形成されることから、従来の偽造防止用印
刷物と比較すると製造に手間が掛かり、かつ、高価である。このことから、金属インキや
干渉マイカ、酸化フレークマイカ、アルミニウムフレーク、光学的変化フレーク等の特殊
な光反射性粉体をインキや塗料に配合し、かつ、特殊な材料同士の重ね合わせや複雑な網
点構成を用いることによって、ホログラムと同様な画像変化を実現した、一般的な印刷方
法で形成可能な偽造防止用印刷物が存在している。
【０００４】
　本出願人は、一般的、かつ、比較的安価な材料及び簡単な印刷手段を使用していながら
、特定の観察角度において、印刷物中の特定部位における人の目に認識される情報が、観
察角度を変化させることによって、全く別の情報に変化する偽造防止用情報担持体に係る
発明を既に出願している（例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４及
び特許文献５参照）。
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【０００５】
　特許文献１及び特許文献２の技術は、光輝性インキによる画像の上に透明なインキによ
る画像を重ね合わせて偽造防止印刷物を形成する技術であり、潜像を形成するインキが透
明であることから、光輝性インキによる画像に対して色調整を行う必要がなく、また、潜
像が拡散反射光下で可視化されることもなく、画像のスイッチ性に優れる技術である。し
かし、目視不可能な透明なインキを使用するために、製造時の印刷品質の管理が困難であ
るという課題があった。具体的には、インキが全く印刷されない脱刷トラブルが発生した
場合でも、肉眼では不可視である透明なインキを使用していることから、作業者が迅速に
品質異常を発見することが難しいという問題があった。
【０００６】
　そのための対策としては、透明なインキに紫外線励起タイプの発光顔料を混合した透明
な発光インキを使用し、印刷作業時に紫外線を照射して透明インキが問題なく印刷されて
いるか否かを判断するのが一般的であった。しかし、このような対策を用いた場合、製造
時の品質管理は可能となる反面、紫外線照射時に出現する発光画像を見ることで、潜像の
構成を容易に把握できてしまうことから、偽造者に偽造防止技術の構造の手掛かりを与え
てしまう可能性があり、偽造に対する耐性に関して課題があった。
【０００７】
　一方、特許文献３の技術は、光輝性材料と、光輝性材料と等色の有色インキをペアイン
キとしてそれぞれ二つの画像を構成し、画像のチェンジ効果を実現した技術である。また
、特許文献４の技術の一つの形態では、光輝性インキと、光輝性インキよりも淡い（濃度
の低い）色彩の有色インキをペアインキとして用い、拡散反射光下と正反射光下で画像の
チェンジ効果を実現した技術である。また、特許文献５の技術は、光輝性インキと、光輝
性インキと同じ色相の濃いインキをペアインキとして、拡散反射光下と正反射光下で画像
のチェンジ効果を実現した技術である。このように、特許文献３から特許文献５までの技
術は、有色のインキを用いることで印刷した図柄が目視可能であり、前述した問題を解決
することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４６０４２０９号公報
【特許文献２】特許第５３５８８１９号公報
【特許文献３】特許第５２４５１０２号公報
【特許文献４】特許第５３６０７２５号公報
【特許文献５】特開２０１７－１００３３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　セキュリティ印刷物に施す偽造防止技術は、現実にはそれ単体のみで用いられるわけで
はなく、地紋や彩紋、肖像や文字等の様々なデザイン要素と一体となって印刷物の一部を
構成することから、偽造防止技術の形成だけのためにインキ数を多く用いた場合には、当
然のことながら、その他のデザイン要素に用いることができるインキの数が制限される。
例えば、特許文献１及び特許文献２の技術は、光輝性インキと透明インキを用いることか
ら、数に限りのある印刷機のユニット、例えば、４色印刷機（４胴の印刷機）で印刷する
場合に、２ユニットを占有することで、偽造防止技術以外の意匠に割り当てられるインキ
が減少して、印刷物全体の色彩設計に制約があった。
【００１０】
　また、特許文献３から特許文献５までの技術は、二つの有色のインキをペアインキとし
て用いて形成可能な技術であり、潜像の隠蔽性も高く、透明インキを用いる必要がないも
のの、ペアインキ同士は少なくとも色相が同じである必要があった。このため、印刷ユニ
ットの数の限りがある印刷機によって、特許文献３から特許文献５までの偽造防止技術を
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形成する場合、その他のデザイン要素に用いる有色インキと同色系の光輝性インキを用い
なければならず、拡散反射光下と正反射光下で画像のチェンジ効果を奏する印刷画像の色
彩設計上の制約があった。
【００１１】
　本発明は、前述した課題の解決を目的とするものであり、有彩色の光輝性インキと無彩
色インキをペアインキとして形成する、拡散反射光下と正反射光下で画像がチェンジする
効果を有する印刷物であって、色彩の制約を受けることなく作製できる偽造防止印刷物を
提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の偽造防止印刷物は、基材の少なくとも一部に、有彩色で部分的に濃度が異なる
印刷画像を備え、拡散反射光下で観察すると、印刷画像の濃淡による可視画像が視認され
、正反射光下で観察すると、潜像画像が視認される偽造防止印刷物であって、印刷画像は
、光輝性を有する有彩色インキにより形成された第一の画像と、無彩色インキにより形成
された第二の画像が重畳して成り、第二の画像は、無彩色インキによって形成された画像
の黒成分の最大濃度が０．５以下の範囲で部分的に濃度が異なることで潜像画像を現して
成り、第一の画像は、拡散反射光下で印刷画像が有する濃度から、第二の画像の濃度を減
じた濃度を有し、部分的に濃度が異なることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の偽造防止印刷物は、第一の画像の最大面積率と最小面積率の差が７０％
以下であって、第一の画像の最小面積率が２０％以上であることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の偽造防止印刷物は、基材の少なくとも一部に、有彩色で部分的に濃度が
異なる印刷画像を備え、拡散反射光下で観察すると、印刷画像の濃淡による可視画像が視
認され、正反射光下で観察すると、潜像画像が視認される偽造防止印刷物であって、印刷
画像は、無彩色インキにより形成され、部分的に濃度が異なることで潜像画像を現した第
二の画像と、拡散反射光下で印刷画像が有する濃度から、第二の画像の濃度を減じた濃度
を有して、第二の画像と重畳する有彩色の画像を備え、有彩色の画像は、光輝性を有する
有彩色のインキにより形成され、部分的に濃度が異なる第一の画像と、第一の画像を形成
するインキと同じ色相のインキ及び／又は無彩色のインキにより形成され、部分的に濃度
が異なることで潜像画像を現した第三の画像から成ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の偽造防止印刷物を構成する二つの画像は、一つは有彩色インキ、もう一つは無
彩色インキで形成できる。従来の技術のように色相の同じ二つのインキを用いる必要がな
く、インキ選択の自由度が高い。特に特許文献５の技術と比較すると、有彩色インキ（光
輝性インキ）の色彩の選択肢が格段に広く、ゆえに印刷画像の色彩設計の自由度が高い。
【００１６】
　また、本発明の偽造防止印刷物は、特許文献２及び特許文献３に記載の従来技術のよう
な透明インキを使用しないため、潜像画像を発光させて管理する必要がなく、無彩色イン
キによって形成された画像の品質を目視で管理すればよい。そのため、二つの画像が重な
り合って印刷画像として完成品となったのちは、その構成を見破ることは困難であり、偽
造に対する耐性が高い。
【００１７】
　本発明で用いる無彩色インキは、基本的に淡い灰色から濃い灰色であり、これらは通常
のプロセスカラー印刷物で用いられる黒インキから流用可能である。このため、本技術を
形成するために二つのペアインキを専用に用意する必要がなく、偽造防止技術の形成のた
めだけに用意する必要があるのは、実質、光輝性を有した有彩色インキ１色のみとなる。
このため、本技術は印刷ユニットに１胴を用いれば構成可能であり、その他の印刷胴には
偽造防止技術以外のデザイン要素を形成するために、異なる色のインキを投入できる。結
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果として印刷物中の偽造防止技術以外の他のデザイン要素の色彩設計の自由度を高めるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明における偽造防止印刷物を示す。
【図２】本発明における偽造防止印刷物の構成の概要を示す。
【図３】本発明における第一の画像の構成の概要を示す。
【図４】本発明における第一の画像の濃度の算出方法の概要図を示す。
【図５】本発明における偽造防止印刷物の層構造を示す。
【図６】本発明における偽造防止印刷物の効果を示す。
【図７】本発明における偽造防止印刷物の構成の概要を示す。
【図８】本発明における偽造防止印刷物の構成の概要を示す。
【図９】本発明における偽造防止印刷物の構成の概要を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明を実施するための形態について、図面を参照して説明する。しかしながら、本発
明は、以下に述べる実施するための形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲記載
における技術的思想の範囲内であれば、その他の様々な実施の形態が含まれる。
【００２０】
（第一の実施の形態）
　まず、本発明の実施の形態について、図１から図６を用いて説明する。図１に、本発明
における偽造防止印刷物（１）を示す。偽造防止印刷物（１）は、基材（２）の上に、有
彩色の印刷画像（３）を有する。図１は、基材（２）の一部に印刷画像（３）が形成され
た例であるが、基材（２）全体に印刷画像（３）が形成される構成でもよい。印刷画像（
３）は、拡散反射光下では可視画像を表す。なお、第一の実施の形態における可視画像は
、漢字の「桜」とそれを取り囲む円を指す。すなわち、本発明においては、拡散反射光下
において印刷画像（３）が表す図柄全体が可視画像である。なお、本発明において、可視
画像が表す画像は、「桜」の文字に限定されるものではなく、他の文字、記号や、他の図
柄であってもよいし、人物や風景のような多階調画像であってもよい。また、本実施の形
態では、印刷画像（３）の外周に楕円を配置して成るが、これは、本明細書の説明におい
て、それぞれの画像の位置関係を把握しやすくするためのアクセサリーであり、その機能
とは無関係である。
【００２１】
　印刷画像（３）は、図２に示す第一の画像（４）と第二の画像（５）が重畳されて成る
。第一の画像（４）は、光輝性を有する有彩色のインキ（以下「有彩色インキ」という。
）によって形成され、第二の画像（５）は、無彩色の通常のインキ（以下「無彩色インキ
」という。）によって形成される。第二の画像（５）は単体で潜像画像（第一の実施の形
態では、「桜の花びら」の図柄）を表現するが、第一の画像（４）は、それ単体で可視画
像を表すのではなく、第二の画像（５）と重なり合うことで可視画像を表現する。
【００２２】
　第一の実施の形態において、可視画像は単純な二値画像を表現して成る。この場合、図
３に示すように、第一の画像（４）は、情報部（４Ａ）及び背景部（４Ｂ）から成る。情
報部（４Ａ）は、その輪郭によって拡散反射光下で印刷画像（３）が表す漢字の「桜」の
文字を構成して成り、情報部（４Ａ）は、更に、後述する第二の画像（５）の潜像部（５
Ａ）と重畳する第一の情報部（４Ａ－１）と、それ以外の第二の情報部（４Ａ－２）から
成る。一方の背景部（４Ｂ）は、第一の画像（４）から情報部（４Ａ）を除いた画像であ
り、背景部（４Ｂ）は、更に、第二の画像（５）の潜像部（５Ａ）と重畳する第一の背景
部（４Ｂ－１）と、それ以外の第二の背景部（４Ｂ－２）から成る。
【００２３】
　一方、第二の画像（５）は、図２に示すように、潜像部（５Ａ）及び背景部（５Ｂ）か
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ら成り、正反射光の特定の角度において印刷画像（３）の中に現れる潜像画像を構成して
成る。潜像部（５Ａ）は、その輪郭によって「桜の花びら」の図柄を構成して成り、背景
部（５Ｂ）は、印刷画像（３）と同じ大きさであって、印刷画像（３）の領域から潜像部
（５Ａ）の領域を除いた領域として、潜像部（５Ａ）に接して成る。潜像部（５Ａ）と背
景部（５Ｂ）はいずれかが濃く、いずれかが淡い、濃淡の異なる関係で潜像画像を表現す
ることができる。潜像部（５Ａ）が濃い場合には、画像はポジとなり、背景部（５Ｂ）が
濃い場合には画像はネガとなる。また、潜像部（５Ａ）と背景部（５Ｂ）のいずれかは０
より大きい任意の面積率で形成される必要があるが、もう一方は面積率０であってもよい
。
【００２４】
　本実施の形態において以降の説明では、潜像部（５Ａ）の面積率が背景部（５Ｂ）の面
積率より高く、背景部（５Ｂ）の面積率を０とした構成で説明する。本発明においては、
正反射光下において印刷画像（３）が表す図柄全体を潜像画像とする。第二の画像（５）
は、インキ中の色材として光輝性顔料を含むことなく、色材として黒か灰色の顔料や染料
を含んだ通常の無彩色インキで形成される。
【００２５】
　第一の実施の形態のように、可視画像を二値画像で表現する場合、第一の画像（４）に
おける情報部（４Ａ）と背景部（４Ｂ）は必ず所定の濃度を有し、かつ、互いに濃度の差
を有する必要がある。これは、可視画像を濃淡によって表すための必須の条件である。な
お、第一の画像（４）における情報部（４Ａ）と背景部（４Ｂ）が有する所定の濃度の詳
細については後述するが、情報部（４Ａ）と背景部（４Ｂ）が有彩色インキによって２０
％以上の面積率で形成され、二つの領域が有彩色インキの色彩を備えることである。第一
の画像（４）の情報部（４Ａ）と背景部（４Ｂ）には所定の濃度が必須であるが、第二の
画像（５）の潜像部（５Ａ）あるいは、背景部（５Ｂ）のどちらか一方の反射濃度は０、
すなわち、無彩色インキによって形成されない領域があってもよい。
【００２６】
　加えて、第一の画像（４）のそれぞれの領域、第一の情報部（４Ａ－１）、第二の情報
部（４Ａ－２）、第一の背景部（４Ｂ－１）、第二の背景部（４Ｂ－２）は、異なる濃淡
を有して成る。この第一の画像（４）の各領域の濃淡の構成について説明する。第一の画
像（４）の濃淡とは、印刷画像（３）が拡散反射光下で表す可視画像の濃度から、同じ位
置に重なる第二の画像（５）の濃度を差し引いた濃度で構成される。図４を用いて具体的
に説明する。
【００２７】
　本発明の偽造防止印刷物（１）において、印刷画像（３）の第一の画像（４）が有彩色
インキで、第二の画像（５）が無彩色インキで構成される。第一の画像（４）の濃度の算
出は、基本的に黒成分の反射濃度Ｄｂを主体に算出する。仮に、印刷画像（３）が濃い茶
色で形成されていると仮定し、図４に示すように、印刷画像（３）中の漢字の「桜」の文
字が黒成分の反射濃度Ｄｂで１．０の濃度を有し、印刷画像（３）のその他の領域が黒成
分の反射濃度Ｄｂで１．３の濃度を有するとし、第二の画像（５）の潜像部（５Ａ）が黒
成分の反射濃度Ｄｂで０．２の濃度を有する場合、第一の画像（４）のそれぞれの領域の
濃度は、印刷画像（３）の濃度から第二の画像（５）それぞれの領域の濃度を減じた関係
となっている。
【００２８】
　図４に示す構成の印刷画像（３）において、第一の情報部（４Ａ－１）は、印刷画像（
３）の漢字の「桜」の文字の黒成分の反射濃度１．０から第二の画像（５）の潜像部（５
Ａ）の黒成分の反射濃度Ｄｂ０．２を減じた反射濃度Ｄｂ０．８となり、第二の情報部（
４Ａ－２）は、印刷画像の漢字の「桜」の文字の黒成分の反射濃度Ｄｂ１．０のままとな
る。また、第一の背景部（４Ｂ－１）は、印刷画像（３）の「桜」以外の黒成分の反射濃
度Ｄｂ１．３から第二の画像（５）の潜像部（５Ｂ）の黒成分の反射濃度Ｄｂ０．２を減
じた反射濃度Ｄｂ１．１となり、第二の背景部（４Ｂ－２）は、印刷画像（３）の「桜」
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以外の領域の黒成分の反射濃度Ｄｂで１．３のままとなる。なお、第一の画像（４）の黒
成分よりも第二の画像（５）の黒成分の反射濃度Ｄｂが高い場合、後述する第二の実施の
形態の構成を用いることができる。
【００２９】
　本発明の第一の実施の形態において、第二の画像（５）の黒成分の反射濃度Ｄｂが一定
の値を超えると、潜像の隠蔽性が損なわれることから、第二の画像（５）の中の黒成分の
最大反射濃度Ｄｂは０．５を超えてはならない。これは本発明の第一の実施の形態の偽造
防止印刷物（１）を構成する上での必須事項である。第二の画像（５）が表す潜像画像の
隠蔽効果が高い構成とするために、望ましくは、第二の画像（５）の中の黒成分の最大反
射濃度Ｄｂは、０．３以下であることが好ましい。また、正反射光下で潜像画像のコント
ラストを得るために、第二の画像（５）の潜像部（５Ａ）の反射濃度Ｄｂは、０．１以上
であることが好ましい。
【００３０】
　黒成分の反射濃度Ｄｂが決まれば、その反射濃度の高低に基づいて面積率に換算して、
第一の画像（４）の設計が完成する。例えば、反射濃度１．３の第二の背景部（４Ｂ－２
）の面積率を仮に８５％とするならば、反射濃度０．８の第一の情報部（４Ａ－１）の面
積率はその反射濃度の比率から約５２％とし、反射濃度１．０の第二の情報部（４Ａ－２
）の面積率は約６５％とし、反射濃度１．１の第一の背景部（４Ｂ－１）の面積率は約７
２％とすればよい。このとき、第一の画像（４）の中の最大面積率と最小面積率の差異を
６０％以下、かつ、第一の画像（４）の中の最小面積率が２０％以上となるように設計す
ることが望ましい。有彩色インキの濃度に依存するが、基本的には第一の画像（４）の最
大面積率と最小面積率の差異が７０％を超えたり、第一の画像（４）の中の最小面積率が
２０％より小さくなったりすると、潜像画像の隠蔽性が大きく低下して、拡散反射光下で
潜像画像が可視化する問題が生じる場合がある。このような問題が生じた場合には、後述
する第二の実施の形態の構成を用いる必要がある。
【００３１】
　本発明においては、第一の画像（４）の濃度を黒成分の反射濃度Ｄｂのみをベースに設
計するが、本来、有彩色で構成される第一の画像（４）の色成分には、黒成分の反射濃度
Ｄｂ以外に、青成分の反射濃度Ｄｃ、赤成分の反射濃度Ｄｍ、黄成分の反射濃度Ｄｙがそ
れぞれ任意の値を有して存在する。そのため、第一の画像（４）と第二の画像（５）が重
なって印刷画像（３）となった場合、黒成分以外の青、赤、黄のバランスが狂い、部分的
に大きな色味の差異が生じて、潜像画像が可視化されるおそれがある。この問題を防ぐた
めに、まず、第一の画像（４）の中の最大面積率と最小面積率の差異を７０％以下、かつ
、最小面積率を２０％以上として設計することが望ましい。これは、有彩色インキと無彩
色インキの色相の違いを可能な限り、小さく止めるための工夫である。
【００３２】
　一般に無彩色インキでは、黒成分の反射濃度Ｄｂ、青成分の反射濃度Ｄｃ、赤成分の反
射濃度Ｄｍ、黄成分の反射濃度Ｄｙが、ほぼ均等な値でバランスよく存在するのに対して
、有彩色インキは、黒成分の反射濃度Ｄｂ、青成分の反射濃度Ｄｃ、赤成分の反射濃度Ｄ
ｍ、黄成分の反射濃度Ｄｙがそれぞれ任意の値で存在する。このため、仮に、有彩色イン
キと無彩色インキを単純に併置で配置した場合、この各色成分の反射濃度のバランスの違
いに由来する色相の違いを解消する手段はない。しかし、本発明においては、二つのイン
キを重畳させ、二つのインキ間にある色相の違いを擬似的に濃度差に変換することで、第
一の情報部（４Ａ－１）と第二の情報部（４Ａ－２）に第二の画像（５）が積層された場
合及び第一の背景部（４Ｂ－１）と第二の背景部（４Ｂ－２）に第二の画像（５）が積層
された場合の色彩を等色化することを可能としている。
【００３３】
　まず、第二の画像（５）を構成する無彩色インキは、有彩色インキの特定の色相を表現
することは不可能だが、単純な濃淡（濃度差）、あるいは明暗（明暗差）を表現すること
はできる。そこで、第一の画像（４）中の有彩色インキの面積率を一定以上（最小面積率
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２０％以上）に保ち、第一の画像（４）の全ての領域に必ず有彩色インキが配置される構
成とすれば、第一の画像（４）中において色相の差異はなくなる。このとき、第一の画像
（４）中に存在するのは有彩色インキによる単純な濃度差のみとなることから、第一の画
像（４）の中にある濃度差を、ペアインキである無彩色インキで補完することが可能とな
る。当然、有彩色インキによる濃度と無彩色インキの濃度は、その色成分ごとの反射濃度
のバランスが異なるため、全く同じではないが、第一の画像（４）中の濃度差が大きくな
ければ（最大面積率と最小面積率の差異が７０％以下）、無彩色インキで濃度を補完した
領域、例えば、第一の情報部（４Ａ－１）と第二の情報部（４Ａ－２）の色成分の違いを
一見して認識することは難しくなる。
【００３４】
　無彩色は基本的に、黒、青、赤、黄の基本的な色成分をバランスよく保持しているため
、あらゆる色相の色彩を補完するのに最も適当な色彩であるといえるが、無彩色インキが
有彩色インキに代わって補完できる濃度には制限がある。有彩色インキと無彩色インキの
二つの色彩の関係にもよるが、一定の濃度以上では第一の画像（４）の濃度差を無彩色イ
ンキで補完する効果は損なわれる。これが、無彩色インキで構成する第二の画像（５）中
の黒成分の反射濃度を０．５以下とする理由である。
【００３５】
　以上のように、本発明の第一の実施の形態において、色相の異なる有彩色インキと無彩
色インキを用いているにも関わらず、可視画像中に潜像画像を隠蔽できるのは、二つのイ
ンキを重畳し、第一の画像（４）に適切な面積率の制限を設け、第二の画像（５）の無彩
色インキの濃度に制限を設けているためであり、これらの制約なしに本発明の効果を得る
ことは難しい。
【００３６】
　本発明において、有彩色インキによって形成された第一の画像（４）の中の濃度差を、
無彩色インキによって形成された第二の画像（５）の濃淡で補完する方法は、いいかえれ
ば、印刷画像（３）（可視画像）の明度を揃えることで潜像画像をカモフラージュする方
法であるともいえる。当然のことながら、有彩色と無彩色間の色の差が大きい場合には、
色相の違いをカバーしきれず、潜像画像を完全に不可視にできない場合も有りうる。その
場合の対処法については、第二の実施の形態で説明する。
【００３７】
　続いて、第一の画像（４）を構成する有彩色インキと、第二の画像（５）を構成する無
彩色インキの具体的な色彩及び光学特性について説明する。まず、第一の画像（４）を構
成する有彩色インキについて説明する。
【００３８】
　有彩色インキについては、拡散反射光下において目視可能な所定の濃度を有する必要が
ある。また、有彩色インキの色彩は基材（２）と同じ色相でもよいし、基材（２）と異な
る色相でもよいが、基材（２）と異なる色彩の有彩色インキを用いる方が、拡散反射光下
の可視画像の視認性が高いことから好ましい。また、有彩色インキによって形成した第一
の画像（４）の黒成分の反射濃度Ｄｂは、無彩色インキによって形成した第二の画像（５
）の黒成分の反射濃度Ｄｂ以上の濃度を有していることが、第二の画像（５）の隠蔽性を
高める上で望ましい。ただし、この条件を満たさなくても第二の実施の形態で説明する構
成を用いれば、潜像画像の隠蔽効果は保たれる。本発明において、ペアインキ間の色相の
制約がなくなったことで、拡散反射光下における印刷画像（３）の色彩設計上の選択肢が
大きく広がった。例えば、第二の画像（５）を無彩色とした場合、特許文献５では、色相
設計上の制約から印刷画像（３）の色彩は無彩色にせざるを得なかったが、本発明におい
ては、印刷画像（３）に対して青、赤、黄等のあらゆる有彩色を用いることができる。
【００３９】
　有彩色インキの光学特性については、正反射光下において光を強く反射して色彩が淡く
変化する、いわゆる明暗フリップフロップ性か、正反射光下において光を強く反射して色
相が変化する、いわゆるカラーフリップフロップ性の少なくとも一方の特性を有している
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必要がある。本明細書においては、明暗フリップフロップ性か、カラーフリップフロップ
性の少なくとも一方の特性を有することを「光輝性を有する」と定義する。いずれにして
も、有彩色インキは拡散反射光下の色彩と正反射光下の色彩が大きく異なる必要があり、
その変化が大きければ大きいほど、正反射光下で出現する潜像画像の視認性は高くなる。
【００４０】
　明暗フリップフロップ性を有する有彩色インキとしては、青金色や赤金色等の市販の有
彩色のメタリックインキを用いてもよい。また、無彩色である銀インキに赤、青、黄等の
着色顔料を配合して有彩色化してもよい。これらのインキに用いることが可能な顔料とし
ては、アルミニウム粉末、銅粉末、亜鉛粉末、錫粉末、真鍮粉末、リン化鉄等が存在する
。
【００４１】
　一方、カラーフリップフロップ性を有する有彩色インキとしては、二色性パールインキ
と呼ばれる物体色を有したパールインキを用いてもよいし、市販のパールインキを着色し
て用いてもよいし、透明なパール顔料と着色顔料を配合した着色パールインキ等を作製し
て用いてもよい。また、カラーフリップフロップ性が発現する光輝性材料としては、虹彩
色パール顔料、鱗片状顔料等の一般的なパール顔料や、ガラスフレーク顔料、コレステリ
ック液晶顔料等が存在する。これらを活用することで、光輝性を有する有彩色インキとす
ることができる。以上が、有彩色インキの説明である。
【００４２】
　続いて、第二の画像（５）に用いる無彩色インキについて説明する。本発明において用
いる無彩色インキには、灰色、黒色インキ等を用いればよい。ただし、いずれも第二の画
像（５）を形成した場合に、少なくとも目視可能な濃度を有している必要がある。色彩は
、デザインの自由度を高める上では、黒色インキを用いることが最も望ましい。本発明の
特徴の一つは、ペアインキの一つである無彩色インキを、地紋や彩紋、文字等の偽造防止
技術以外のデザイン要素を構成するインキと共通化することで、偽造防止技術の形成だけ
のために２色の専用のインキを用いなくてもよいところにある。黒インキをベタで用いて
印刷画像（３）以外の文字や地紋を構成し、本発明の第二の画像（５）を形成する領域は
、面積率をやや低くして灰色として用いる構成が、最も効率的である。
【００４３】
　また、無彩色インキの光学特性については、マットであることが望ましい。正反射光下
において光を強く反射することなく、拡散反射光下の色彩と正反射光下の色彩が大きく変
化しないことが望ましい。これは、有彩色インキの正反射光下の色彩と無彩色インキの正
反射光下の色彩の違いが大きいほど、正反射光下で出現する潜像画像の視認性が高まるた
めである。以上が、無彩色インキの説明である。
【００４４】
　なお、有彩色インキと無彩色インキに蛍光顔料、燐光顔料、蓄光顔料等の発光顔料やＩ
Ｒ吸収顔料、フォトクロミック顔料、示温材料、サーモクロミック材料等の機能性材料を
加えてもよい。
【００４５】
　続いて、第一の画像（４）と第二の画像（５）の積層順序について、図５を用いて説明
する。本発明の偽造防止印刷物（１）は、図５に示すように基材（２）に第一の画像（４
）を印刷したのち、第二の画像（５）を重畳して形成する。潜像画像の隠蔽性を考慮する
と、第二の画像（５）の上に第一の画像（４）が重なる積層順序が好ましい。しかし、図
５に示す層構造の場合、上に重なった無彩色インキによって第一の画像（４）に入射する
入射光が遮断され、正反射光下の潜像画像の視認性が高い効果が発揮される。このため、
潜像画像の視認性を考慮すると、第一の画像（４）の上に第二の画像（５）が重なる積層
順序が望ましい。
【００４６】
　以上の構成で作製した偽造防止印刷物（１）の効果について図６を用いて説明する。光
源（６）と偽造防止印刷物（１）と観察者（７）の位置関係を、図６（ａ）に示すような
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、拡散反射光が支配的な観察角度で観察した場合には、観察者には可視画像である漢字の
「桜」の文字が視認される。拡散反射光下において、潜像画像である桜の花びらのマーク
は、視認できない。
【００４７】
　一方、偽造防止印刷物（１）を、図６（ｂ）に示すような、正反射光が支配的な観察角
度で観察した場合には、第一の画像（４）の示す可視画像である漢字の「桜」の文字が完
全に消失し、潜像画像である桜の花びらのマークが視認される。
【００４８】
　本発明の二つの画像がチェンジする基本的な原理は、以下のとおりである。図６（ａ）
に示す拡散反射光が支配的な観察角度においては、印刷画像（３）中の濃度の違いによっ
て可視画像が視認される。可視画像の中の潜像画像は不可視であるか、あるいは可視画像
の濃淡の中に紛れて認識不可能な状態となる。また、一方の図６（ｂ）に示すような、正
反射光が支配的な観察角度においては、光輝性を有する有彩色インキで構成された第一の
画像（４）が入射した光を正反射して淡く変化することで、第二の画像（５）以外の領域
の目視上の濃度差が相対的に小さくなり、階調（濃淡）が圧縮されて第一の画像（４）が
不可視となる。一方の第二の画像（５）の色彩は変化せず、結果として正反射光下では第
二の画像（５）が表す潜像画像が視認される。これが本発明の偽造防止印刷物（１）にお
いて画像のチェンジ効果が生じる原理である。
【００４９】
　以上のように、本発明においては、観察角度の違いによって画像がチェンジする効果を
有する偽造防止印刷物（１）を、有彩色インキと無彩色インキの組合せによって作製する
ことができる。以上が、第一の実施の形態の説明である。
【００５０】
（第二の実施の形態）
　第二の実施の形態は、第一の画像（４）と第二の画像（５）に加えて、特定の色相の色
成分を追加する第三の画像（８）を形成した偽造防止媒体（１）である。第一の画像（４
）と第二の画像（５）の基本的な構成や作製方法等については、第一の実施の形態の例と
同じであるため説明を省略する。
【００５１】
　第一の実施の形態で説明した方法、すなわち、第一の画像（４）の中の有彩色の濃度差
を第二の画像（５）の無彩色で補完する方法は、有彩色インキと無彩色インキの色彩の関
係によっては、第二の画像（５）を完全に隠蔽できない場面が生じ得る。具体的には、第
一の画像（４）の有彩色において、特定の色相の色成分が極端に高い色彩である場合や、
第一の画像（４）の有彩色が黒成分の少ない淡い色彩である場合である。第二の実施の形
態は、このような場合に、第二の画像（５）もしくは、第一の画像（４）に足りない色成
分を第三の画像（８）によって補完することで、第二の画像（５）の隠蔽効果を高めた構
成である。
【００５２】
　仮に、第一の画像（４）の有彩色が黄色の彩度の高い色彩の場合であって、第一の画像
（４）に第二の画像（５）が重畳する部分において、黄色成分が不足しているために潜像
画像を隠蔽できない場合、図７に示すように、不足している黄色成分で第二の画像（５）
の潜像部（５Ａ）を塗りつぶした構成を有する第三の画像（８）を、第二の画像（５）と
重畳させて加刷する。なお、第三の画像（８）は、通常の着色インキを用いて形成する。
【００５３】
　また、仮に、第一の画像（４）の有彩色が黒成分の少ない淡い色彩の場合であって、印
刷画像中の第二の画像（５）部分の方の黒成分が濃いために潜像画像を隠蔽できない場合
、図８に示すように、不足している黒色成分で構成した第二の画像（５）の背景部（５Ｂ
）を塗りつぶした第三の画像（８）を、第二の画像（５）と重畳させて加刷する。
【００５４】
　さらに、仮に、第一の画像（４）の有彩色が黄色の彩度の高い色彩であって、かつ、第
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一の画像（４）の有彩色が黒成分の少ない淡い色彩の場合、図９に示すように、不足して
いる黄色成分で第二の画像（５）の潜像部（５Ａ）を塗りつぶし、かつ、不足している黒
色成分で第二の画像（５）の背景部（５Ｂ）を塗りつぶした構成を有する第三の画像（８
）を、第二の画像（５）と重畳させて加刷する。
【００５５】
　このように、第二の実施の形態の偽造防止印刷物（１）は、第一の画像（４）、第二の
画像（５）に加えて、第三の画像（８）が有する色彩も含めて、拡散反射光が支配的な条
件の観察で第二の画像（５）の隠蔽性が向上した印刷画像（３）を形成している。しかし
、一方で第三の画像（８）を用いると、作業上の手間が増え、基本的に刷色数が増える場
合が多いため、可能な限り第三の画像（８）を用いない、第一の実施の形態で説明した形
態で完成させることが望ましい。
【００５６】
　なお、この第三の画像（８）を用いる形態は、偽造防止印刷物（１）の印刷にあたって
、黒、青、赤、黄を基本とするプロセスカラー印刷と有彩色インキによる印刷が行われて
いることを前提に適用することが望ましい。この場合、潜像画像の隠蔽に不足している色
成分を、プロセスカラー印刷部で補完することは容易であり、刷色数を増やすこともなく
効率的である。
【００５７】
　第三の画像（８）の積層順序は、図７に示すように第三の画像（８）と第二の画像（５
）のネガポジの状態が同じであれば、第三の画像（８）を第一の画像（４）より上の層に
印刷することが望ましい。逆に、図８のように第三の画像（８）と第二の画像（５）のネ
ガポジの状態が逆転しているのであれば、第三の画像（８）を第一の画像（４）より下の
層に印刷することが望ましい。これは、正反射光下で出現する潜像画像の視認性を高める
ための工夫である。図９の形態であれば、第三の画像（８）は第一の画像（４）の上にあ
っても下にあっても特に差異はない。
【００５８】
　以上のように、第一の画像（４）及び第二の画像（５）に加えて、それぞれの領域に不
足している色成分を補完する第三の画像（８）を加えることによって、第一の画像（４）
と第二の画像（５）の重ね合わせだけでは埋められなかった色成分を補い、その効果を更
に高めることができる。以上が、第二の実施の形態の説明である。
【００５９】
　なお、本発明でいう拡散反射光が支配的な角度とは、正反射光がほとんどなく、拡散反
射光の割合が極めて大きな角度を指す。一方、正反射光が支配的な角度とは、拡散反射光
が少なく、正反射光の割合が多い角度を指す。
【００６０】
　第一の画像（４）と第二の画像（５）の重ね合わせに際して、画像の境界部の輪郭を太
らせて二つの画像同士をオーバーラップさせることで刷合わせの冗長性を確保することが
できる。有彩色インキと無彩色インキの濃度によって適正な範囲は異なるが、具体的には
０．０５ｍｍから０．３０ｍｍ程度のオーバーラップした領域を設けてもよい。オーバー
ラップが大きくなると刷合わせは容易だが、オーバーラップ部の濃度は高くなり、潜像部
（５Ａ）の隠蔽性が低下するため、インキの濃度に応じて適正な値に止める必要がある。
【００６１】
　本発明における偽造防止印刷物（１）の印刷方式は、オフセット印刷、フレキソ印刷、
凸版印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷、凹版印刷等のあらゆる印刷方式で形成するこ
とが可能である。また、金属インクを用いることが可能であればＩＪＰやレーザプリンタ
、昇華型プリンタ等の各種デジタル出力機でも形成でき、この場合には一枚一枚の出力物
の情報を変える、いわゆる可変印刷を実施することができる。
【００６２】
　第一の実施の形態及び第二の実施の形態においては、可視画像及び潜像画像に二値画像
を用いたが、これに限定されるものではなく、それぞれの画像に写真や絵画のような多階
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【００６３】
　以下、前述の発明を実施するための形態にしたがって、具体的に作製した偽造防止印刷
物の実施例について詳細に説明するが、本発明は、この実施例に限定されるものではない
。
【実施例】
【００６４】
　本発明の実施例について、実施の形態と同様に図１から図６を用いて説明をする。実施
例では、基材（２）として白色のファンシーペーパー（グラディオスＣＣ　日本製紙株式
会社製）を用いた。
【００６５】
　第一の画像（４）を形成する有彩色インキは、カラーフリップフロップ性を有した光輝
性顔料である干渉色アルミニウム顔料（クロマシャイン　東洋アルミニウム社製）をＵＶ
ワニスの中に１０％配合した光輝性インキを用いた。本インキは、拡散反射光下で茶色で
あって、正反射光下で淡い黄色から緑色に光る、カラーフリップフロップ性を有する。第
二の画像（５）を形成する無彩色インキは、マット系の灰色インキ（ＵＶＬ　特練　Ｐ４
２０Ｃ　マットグレー　Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ製）を用いた。
【００６６】
　第一の画像（４）及び第二の画像（５）の各部の反射濃度は、実施の形態で説明した数
値とし、第二の画像（５）の最大反射濃度は０．２とした。印刷画像（３）の積層順序と
しては図５に示した構成とした。第一の画像（４）を、有彩色インキを用いてＵＶスクリ
ーン印刷で印刷したのち、第二の画像（５）を、無彩色インキを用いてＵＶオフセット印
刷で印刷した。
【００６７】
　図６に本発明の偽造防止印刷物（１）の効果を示す。図６（ａ）は、観察者が拡散反射
光下で偽造防止印刷物（１）を観察した場合に視認される画像であり、印刷画像（３）の
中には可視画像である漢字の「桜」の文字が視認された。一方、図６（ｂ）に示すように
、観察者が正反射光下の特定の観察角度で偽造防止印刷物（１）を観察した場合、印刷画
像（３）の中から漢字の「桜」の文字は消失し、代わりに第二の画像（５）が表す潜像画
像である桜の花びらのマークが黄色の光の中に茶色で視認された。以上のように、二つの
異なる画像がチェンジする効果が確認できた。
【符号の説明】
【００６８】
１　偽造防止印刷物
２　基材
３　印刷画像
４　第一の画像
５　第二の画像
４Ａ　情報部
４Ａ－１　第一の情報部
４Ａ－２　第二の情報部
４Ｂ　背景部
４Ｂ－１　第一の背景部
４Ｂ－２　第二の背景部
５Ａ　潜像部
５Ｂ　背景部
６　光源
７　観察者
８　第三の画像
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